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平成1碑鹿の都内における産業側の取乱噸況などのまとめ（その2）

【産業廃棄物に係る自己診断票の集計結果】

（1）マニフェストの使用状況

○マニフェストB票の返送状況

【集計結果】

運搬終了後、マニフェストB票を「10日

以内に返送する」収集運搬業者の割合は

66％となっています（無回答を除く）。

○マニフェストC票、D票の返送状況

【集計結果】

中間処理終了後、マニフェストC票及び

D票を「10日以内に返送する」処分業者の

割合は55％となっています（無回答を除

く）。

1ケ月以上

マニフェストB薫の返送状況

～解説～

運搬終了を排出事業者に通知するB票の

返送期限は、「運搬を終了した日から10日

以内」（施行規則第8条の23）、中間処理が

終了したことを排出事業者、収集運搬業者1，月以内

に通知するC票、D票の返送期限は「処理　42％

を終了した日から10日以内」（施行規則第

8条の25）と定められています。

11日以上経ってから返送している場合

は、早急に改善してください。

（2）契約書の記載事項

【集計結果】

委託者と取り交わす契約書の記載項目の

うち、「廃棄物の種類及び量」は80％以上

の業者が契約書に記載しています。一方、

記載の割合が比較的低い数値にとどまって
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マニフェストC，D幕の返送状況
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いるものとして、「契約解除後の

未処理廃棄物の取扱い」、「業務

終了時の委託者への報告に関す

る事項」などが挙げられます。

～解説～

右図の項目は、すべて契約

書に記載しなければならない項

目となっています。

これらの項目は、産業廃棄物

を適正に、そして安全・確実に

処理するために必要な事項です。

廃棄物の種類及び数量

有効期間

料金

事業の範囲

廃棄物の性状及び荷姿に関する事項

集務終7時の委託者への報告に関する事項

契約解除後の未処理廃薫物の取扱いに関する事項

運搬の最終目的地

処分・再生の場所

処分・再生方法及び施設の処理能力

最終処分の場所

最終処分の方法及び施設の処理能力

自社の契約書と照らし合わせ、これらの項

目が記載されていない場合は、早急に盛り

込むようにしてください。

（3）法規集の所有状況

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」

の法規集を所有している処理業者は25％、

法親集は所有していないが講習会テキスト

やパンフレットを所有している処理業者は

53％となっています。一方、何も持ってい

ない処理業者は8％となっています。

～解説～

近年、循環型社会の形成に向けて、廃棄

物やリサイクルに関連する法律の整備が急

速に進みました。これらの法改正に対応し、

適正処理を行うためには、法規集や実務必

携などの参考図書は、常に最新版を所有し

て参照する必要があります。

さらに、法改正の動きに関しても、環境

省ホームページ（http：／／www．env．go．jp／）

でこまめにチェックするなど、注意を払う

必要があります。
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（4）講習会への参加、研修会の

実施

過去1年間に、産業廃棄物に

関する講習会や研修会に参加し

た処理業者は61％となっていま

す。また、社内において産業廃

棄物に関する研修会等を実施し

ている事業者は58％となってい

ます。

更新許可講習会に参加した

更新許可講習会以外の

参加していない

無回答

～解説～

産業廃棄物処理業者は、産業廃棄物

を取り扱うプロフェッショナルです。

委託された産業廃棄物を責任を持って

適正に処理するためには、法で定めら

れた規制の内容の把握と法の遵守はも

ちろんのこと、最新の処理技術の動向、

各種産業廃棄物に関する情報などを把

握しておくことも重要です。

産業廃棄物の処理や法規制に関して

は、各種団体において研修会等が多数

開催されているほか、東京都も産業廃

棄物処理に関する講習会を開催してい

ます。

これらの講習会への参加や自主的な

研修会の実施を通じ、産業廃棄物処理

業者としての一層のレベルアップが望

まれます。
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